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第１章 計画の目的等

１ 背景と目的

（１）背景

平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、同年１０月に「建築物の耐震

改修の促進に関する法律」（以下「耐震改修促進法」という。）が制定されました。その後、

東海・東南海・南海地震、宮城県沖地震、首都圏直下型地震等の発生の切迫性が指摘され、

ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものになると想定されていることから、平成１８年

１月に「耐震改修促進法」の改正法が施行され、国及び地方公共団体による計画的な耐震化

の推進や建築物に対する指導等の強化が位置づけられました。これらのことを受け、帯広市

は、平成２０年２月に「帯広市耐震改修促進計画」を策定しました。

この計画は、計画期間を平成２７年までの８年間とし、住宅及び耐震改修促進法第１４条

第１号に掲げる多数の者が利用する建築物（以下「多数利用建築物」という。）の耐震化率

を平成２７年までに９０％にすることを目標に掲げ、「安心して耐震化を進められる環境整

備」や「住宅・建築物の地震防災対策に関する啓発・知識の普及」を施策展開の基本的方向

の柱とし、住宅や多数利用建築物の耐震化の促進を図ってきたところです。

しかしながら、平成２３年３月に発生した東日本大震災では、これまでの想定をはるかに

超える巨大な地震が発生し、それに伴う津波により沿岸部から内陸部において甚大な被害を

もたらし、建築物の安全性を取り巻く情勢が大きく変化しています。

国では、南海トラフ巨大地震や首都直下地震の被害想定を見直すとともに、これらの地震

が最大クラスの規模で発生した場合には、東日本大震災を超える甚大な被害が想定されてい

ることなどから、平成２５年１１月に、耐震改修促進法を改正し、大規模な多数利用建築物

への耐震診断を義務付けるなど、地震に対する安全性の向上を一層促進することとしました。

（２）目的

帯広市においては、昭和２７年及び昭和３７年の十勝沖地震、昭和４５年の日高山脈南部

地震、平成５年の釧路沖地震、さらに、平成１５年の十勝沖地震と大きな被害を及ぼした地

震が発生しており、大地震が発生した際には、建築物の倒壊などの被害や、これに起因する

市民の生命及び財産に対する被害を未然に防止するために、建築物の耐震化を早期に進める

必要があります。

こうした状況を踏まえ、市内の住宅及び建築物の耐震化を促進し、市民の安全で安心な生

活を確保するため、「第２期帯広市耐震改修促進計画」を策定するものです。
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２ 計画の位置付け

第２期帯広市耐震改修促進計画（以下「本計画」という。）は、耐震改修促進法第６条第１項

の規定に基づき、帯広市内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画として策

定するものです。

本計画の推進にあたっては、国の方針や北海道の計画、帯広市の総合計画や地域防災計画、

その他の分野別計画との整合を図るものとします。

３ 計画期間

計画期間は、国の「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」（平成

28 年 3 月２５日、国土交通省告示第 529 号、以下「基本方針」という。）や、北海道耐震改

修促進計画との整合を図り、平成 29 年度から平成 32 年度までの４年間とします。

なお、平成２８年４月に発生した熊本地震では、震度７の地震を２度観測するなど、これま

での地震とは異なる状況により、多くの住宅や建築物が倒壊等しており、帯広市では、今後、

国及び北海道などから、今回の地震を踏まえて、住宅や建築物の耐震化に係る新たな知見や対

策内容などが示された場合には、それらに基づき、適宜、本計画を見直していくこととします。

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進
を図るための基本的な方針

(平成28年3月 国土交通省告示第529号)

北海道耐震改修促進計画
（平成28年５月 改定）

【国、北海道】 【帯広市】

建築物の耐震化緊急対策方針
(平成17年9月 中央防災会議)

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進
を図るための基本的な方針

(平成18年1月 国土交通省告示第184号)

耐震改修促進法
(平成25年11月 改正)

帯広市耐震改修促進計画

帯広市地域防災計画

その他の分野別計画

帯広市総合計画
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第 2 章 帯広市で想定される地震

1 帯広市で想定される地震

「北海道地域防災計画」では、これまで、太平洋側２つ、日本海側３つ、内陸１つの６つの

地震を想定していましたが、平成 24 年６月に修正された計画では、想定地震の見直しが行わ

れ、海域で発生する海溝型（プレート境界）地震と、陸域などで発生する内陸型（地殻内）地

震に大別して３０の地震を想定しています。

「北海道耐震改修促進計画」においては、これらに基づき、各振興局管内での人的被害が最

大となる地震を想定しています。

「北海道耐震改修促進計画」の想定地震に基づき、人的被害が最大となる地震として、十勝

総合振興局管内で想定される、十勝平野断層帯主部（最大震度７）の地震を想定します。

北海道における想定地震 ［北海道地域防災計画抜粋］

N10 石狩低地東縁南部

T1 三陸沖北部 石狩低地東縁主部 N11 沼田一砂川付近

T2 十勝沖 主部北側

T3 根室沖 主部南側 F1 札幌市直下

T4 色丹島沖 N2 サロベツ

T5 択捉島沖 N3 黒松内低地 E1 弟子屈地域

T6 500年間隔地震 N4 当別 E2 浦河周辺

N5 函館平野西縁 E3 道北地域

T7 北海道南西沖 N6 増毛山地東縁

T8 積丹半島沖 十勝平野 A1 網走沖

T9 留萌沖 主部 A2 紋別沖

T10 北海道北西沖 光地園

富良野

P1 釧路直下 西部

P2 厚岸直下 東部

P3 日高中部 N9 標津

（既往の内陸地震）

（日本海東縁部）

（オホーツク海）

N7

（プレート内）

N8

海溝型地震 内陸型地震

（千島海溝／日本海溝） （活断層帯）

N1 （伏在断層）
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2 北海道における被害想定

北海道では、「北海道地域防災計画」の想定地震に基づき、各振興局管内での地震に係る被害

想定調査を進めています。

「北海道耐震改修促進計画」において、１０振興局の人的被害（死者数）が最大となる被害

想定結果を公表しています。

各振興局管内で人的被害が最大となる地震に係る被害想定

[地震被害想定等調査結果報告書 （出典：北海道耐震改修促進計画）]

総人口 死者数
重軽傷
者数

総棟数
全壊
棟数

(全壊割合)

全半壊
棟数

(全半壊割合)

渡島
函館平野西縁
断層帯

(N5)
7 424,808 34 624 188,265 1,740

(0.9％)
4,915
(2.6％)

胆振
石狩低地東縁
断層帯南部

(N10)
7 413,968 58 702 161,834 1,661

(1.0％)
4,491
(2.8％)

日高
石狩低地東縁
断層帯南部

(N10)
7 73,316 8 195 54,888 452

(0.8％)
1,542
(2.8％)

十勝
十勝平野
断層帯主部

(N7)
7 351,257 67 1,363 175,021 3,275

(1.9％)
11,041
(6.3％)

釧路
十勝沖

(T2)
６強 247,894 19 671 104,183 453

(0.4％)
2,786
(2.7％)

根室
標津断層帯

(N9)
６強 80,861 4 165 49,376 197

(0.4％)
1,277
(2.6％)

檜山
北海道南西沖

(T7)
7 40,312 18 284 29,105 701

(2.4％)
2,375
(8.2％)

後志
北海道留萌沖

(T9)
7 224,190 35 607 118,838 637

(0.5％)
3,798
(3.2％)

石狩
月寒背斜に
関する断層

(F1)
7 2,360,832 967 18,473 564,217 22,394

(4.0％)
64,255
(11.4%)

留萌
増毛山地東縁
断層帯

(N6)
7 50,170 24 423 31,599 933

(3.0％)
3,139
(9.9％)

平成25年度に調査実施
総人口：平成24年12月時点、総棟数：平成25年1月時点
平成24年度に調査実施
総人口・総棟数：平成24年1月時点
平成26年度に調査実施
総人口：平成24年12月時点、総棟数：平成26年1月時点

人 的 被 害 建物被害（揺れに起因）

※ 渡島、胆振、日高振興局

※ 十勝、釧路、根室振興局

※ 檜山、後志、石狩、留萌振興局

振興局
振興局ごとに死者

数が最大となる想

定地震

最大
震度
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第 3 章 現状と課題

平成１９年度に策定した「帯広市耐震改修促進計画」では、住宅※１及び多数利用建築物※２

の耐震化について取り組んできました。

※１ 住宅とは、戸建て住宅及び共同住宅（長屋住宅含む）をいいます。

※2 多数利用建築物（９ページ参照）は、民間建築物と帯広市有建築

物（以下「特定公共建築物」という。）があります。

１ 住宅の耐震化の現状

（１） 住宅全体の耐震化の現状

平成２７年１２月末での住宅全体の耐震化の現状は、住宅総数約８６，３５０戸のうち、

約７６，１５０戸が耐震性を確保していると推定され、耐震化率は、８８．２％となって

います。



6

（２） 戸建て住宅の耐震化の現状

平成２７年１２月末の戸建て住宅の耐震化の状況は、総数約５３，３５０戸のうち、約

４４，１５０戸が耐震性有りと推定され、耐震化率は８２．８％となっています。

（３） 共同住宅の耐震化の現状

平成２７年１２月末の共同住宅では、総数約３３，０００戸のうち、３２，０００戸が

耐震性有りと推定され、耐震化率は９７．０％となっています。
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２ 多数利用建築物の耐震化の現状

（１） 多数利用建築物全体の耐震化の現状

平成２７年１２月末の多数利用建築物全体での耐震化の現状は、総数６７９棟のうち、

５７８棟が耐震性を確保していると推定され、耐震化率は、８５．１％となっています。

（２） 民間建築物の耐震化の現状

平成２７年１２月末の民間建築物では、総数５４６棟のうち、４４７棟が耐震性を有し、

耐震化率は８１．９％となっています。
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（３） 特定公共建築物の耐震化の現状

特定公共建築物については、全て耐震診断を終え、耐震性の確認をしております。

耐震性が不十分な建築物の大部分を占めていた学校・保育所については、計画的に耐震改

修が実施され、平成２５年度には全て耐震改修を終えています。

平成２７年末で、総数１３３棟のうち、１３１棟が耐震性を有し、耐震化率は９８，５％

となっています。

特定公共建築物用途別内訳

学校、保育所 54 (55) 28 (25) 26 (30) 26 (30) 26 (1) 0 (29) 54 (26) 100.0 (47.3)

社会福祉施設 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 100.0 (100.0)

市営住宅 67 (66) 46 (44) 21 (22) 21 (22) 21 (22) 0 (0) 67 (66) 100.0 (100.0)

庁舎・事務所 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 100.0 (100.0)

公民館・
スポーツセンター

5 (5) 4 (4) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 4 (4) 80.0 (80.0)

図書館・博物館 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 100.0 (100.0)

その他 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 50.0 (50.0)

計 133 (133) 84 (79) 49 (54) 49 (54) 47 (23) 2 (31) 131 (102) 98.5 (76.7)

( )内はH19年度数値

耐震化率
（％）

総 数
Ｓ57年
以降
建築

Ｓ56年
以前
建築

耐震診断
実施建築
棟数

うち耐震性
を有する

（改修済含む）

うち
耐震性
不十分

耐震性を
有する

建築物の用途
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多数利用建築物一覧表 （耐震改修促進法第１４条第１号）

多数利用建築物の規模要件

小学校 、中学校、中等教育学校の前期課程、特
別支援学校

階数 2以上 かつ 1,000 ㎡以上（ 屋
内運動場の面積を含む。）

上記以外の学校 階数 3以上 かつ 1,000 ㎡ 以上

階数 1以上 かつ 1,000 ㎡ 以上

階数 2以上 かつ 500㎡ 以上

政令で定める数量以上の危険物を貯蔵
又は処理するすべての建築物

学校

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

階数 3以上 かつ 1,000 ㎡ 以上

階数 2以上 かつ 1,000 ㎡ 以上

階数 3以上 かつ 1,000 ㎡ 以上

用 途

飲食店 、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンス
ホールその他これらに類するもの

理髪店 、質屋、貸衣装屋 、銀行その他これらに類する
サー ビス業を営む店舗

工場 （ 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築
物を 除く。）

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成す
る建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車の
ための施設

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築
物

老人ホーム 、老人短期入所施設、福祉ホームその他これ
らに類するもの

老人福祉センター 、児童厚生施設、身体障害者福祉セン
ターその 他これらに類するもの

幼稚園 、 幼保連携型認定こども園、保育所

博物館 、美術館、図書館

遊技場

公衆浴場

展示場

卸売市場

百貨店 、マーケットその他物品販売を営む店舗

ホテル 、旅館

賃貸住宅 （ 共同住宅に 限る。）、寄宿舎 、下宿

事務所

体育館 （ 一般公共の用に供されるもの）

ボーリング場 、スケート場、 水泳場その他 これらに類
する 運動施設

病院 、診療所

劇場 、観覧場、映画館 、演芸場

集会場 、公会堂
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３ 建築物所有者の現状

平成 27 年度に建築物の所有者を対象に耐震化に関するアンケート調査を行いました。

（１）住宅所有者の現状

住宅所有者へのアンケート調査の結果、「自宅の耐震性に対する関心について」という問い

に対して、旧耐震基準(昭和 56 年以前)の住宅所有者では、耐震性に関心をもっているという

回答が、約９４％ありました（表３-１参照）。

一方、耐震診断・耐震改修を「必要と思わない」と感じている方が約３９%おり（表３-２

参照）、その理由として「耐震診断や耐震改修を行うのに手間や費用がかかるから」という回

答が 30%ともっとも多く、次いで、「耐震診断しなくても、大丈夫であることがわかってい

るから」という回答が 24%を占めています（表３-３参照）。

以上のように、住宅などの所有者は、耐震性に対する関心はあるものの具体的に耐震改修

を行うまでには至らないとの意見が多く、耐震改修費用に対する負担感や地震防災対策に関

するさらなる理解促進の必要性などが伺えます。

耐震性への関心（旧耐震基準住宅） 耐震診断・改修の必要性（旧耐震基準住宅）

耐震診断や耐震改修が必要と思わない理由（旧耐震基準住宅）

住 宅 住宅以外の建築物
調 査 期 間 平成27年５月～９月 平成２７年９月～１０月

調 査 対 象 者 「住まいの改修助成事業」の申請者
多数利用建築物や緊急輸送道路※3沿いの建
築物の所有者

調査対象者数 ９７５ 名 １２６ 名
回 答 者 数 ４０２ 名 １０１ 名

※3 この表中で、「緊急輸送道路」とは、地震直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確
実に実施するために必要な道路として、北海道緊急輸送道路ネットワークで定められ
た道路をいいます。

0

0

1

2

3

4

4

9

12

15

0 2 4 6 8 10 12 14 16

その他

今後、転居を検討している。または、予定があるから

耐震診断や耐震改修の進め方や依頼先がわからないから
耐震診断・改修の内容や価格が適正かどうか判断できない…

具体的な予定はないが、今後長くは住まないと思うから

仮住まいの確保、引越し等の手間など生活中の不便

住宅が倒壊するような地震は発生しないと思っているから

どんな住宅でも大地震の被害は避けられないと思うから
耐震診断しなくても、大丈夫であることがわかっているから

耐震診断や耐震改修を行うのに手間や費用がかかるから

名

(30.0%）

(24.0%)
(18.0%)(8.0%)

(8.0%)
(6.0%)

(4.0%)
(2.0%)

調査対象の概要

表３－３

表３－１ 表３－２
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（２）多数利用建築物所有者の現状

多数利用建築物の所有者へのアンケート調査の結果、「耐震診断実施状況」という問いに対

して、「耐震診断を実施していない」という回答が、約８１％ありました（表３-4 参照）。

また、「耐震診断を実施していない」という方を対象に「耐震診断の実施予定」について伺

ったところ、「実施の予定はない」という回答が、約６５％ありました（表３-5 参照）。

さらに「実施の予定はない」という方に理由を伺ったところ、「経済的に難しい」という方

が約４３％おり（表３-6 参照）、次いで「いままでの地震で被害がなかったから」という方

が約２８％を占めました。

多数利用建築物の所有者についても住宅と同様に耐震化が進んでいない状況にあり、地震

防災対策の費用面や工法等に関するさらなる理解促進の必要性などが伺えます。

耐震診断実施状況 耐震診断の実施予定

耐震診断の実施の予定がない理由

表３－４ 表３－５

表３－６
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４ 耐震化への課題

（１） 平成２７年末における目標到達度

平成１９年度に策定した前計画では、国の基本方針（平成１８年１月２６日 国土交通省

告示第１８４号）を受け、住宅及び多数利用建築物の耐震化率の目標値を平成２７年までに

９０%と設定し、耐震化の促進に取り組んできました。

平成２７年末の耐震化率の現状は、住宅で８８．２％、多数利用建築物においては、８５．

１％となっており、目標に到達することは出来ませんでした。

（２） 耐震化の課題

アンケート調査の結果から、耐震化に関する意見として多かったものは、以下の通りです。

・ 耐震化に要する費用及び手間がかかる。

・ 自己所有の建物の耐震性を把握していない。

・ 大地震による被害を避けることは出来ないと思う。

・ 大地震は発生しないと思う。

こうしたことから、帯広市では、パンフレットを作成し、相談窓口などで多様な相談を行

い耐震化に関する情報発信を行ってきているものの、耐震改修等の支援制度の利用が伸び悩

んでいる現状にあるなど、費用面や耐震化の必要性に関するさらなる理解の促進が必要であ

ることなどが伺えます。



13

第４章 建築物の耐震化促進に向けた取組方針

１ 耐震化促進に向けた基本方向

平成１９年度に策定した前計画での課題を踏まえ、建築物の耐震化を促進させるためには、

所有者への情報発信による地震防災対策の理解を深めるとともに、関係団体と連携し多様な相

談体制の充実、安心して耐震化を進められる支援などの環境整備を行うことを施策の方向とし

ます。

以下の視点に基づき建築物の耐震化を促進し、誰もが安全・安心に生活できる住宅環境づく

りを目指します。

① 情報発信による理解の促進

② 安心して耐震化を進められる環境整備

２ 耐震化の目標

（１） 耐震化の目標

国が策定した、「国土強靱化アクションプラン２０１５」（平成２７年６月、国土強靱化推

進本部決定）及び基本方針（平成２８年３月）では、住宅や多数利用建築物の耐震化率を平

成３２年までに９５％とする目標を定めています。

北海道耐震改修促進計画においても、住宅及び多数利用建築物の耐震化率の目標を平成３

２年度までに９５％と設定しています。

国及び北海道と整合を図り、本計画においては、住宅及び多数利用建築物について、耐震

化率の目標を平成３２年度までに９５％と設定し、更なる耐震化の促進に取り組むこととし

ます。

（２） 期待される効果

北海道耐震改修促進計画において想定している減災効果では、住宅・多数利用建築物の耐

震化率が９５％となった場合、 被害軽減割合は、建築物全壊棟数で ６６％、全半壊棟数で

６１％減少すると推計されています。

帯広市においても、耐震化率を９５％とした場合、同様の効果が期待でき、人的被害が大

幅に軽減されることが考えられます。

住 宅 ： 95%
多数利用建築物 ： 95%

平成３２年度 耐震化率の目標
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３ 耐震改修促進法及び建築基準法に基づく指導等

（１） 耐震改修促進法に基づく指導等

ア 住宅を含む全ての建築物

住宅を含む耐震関係規定に適合しない全ての建築物の所有者は、耐震診断と必要に応

じた耐震改修の努力義務があり、所管行政庁においては、必要な指導・助言を行うこと

ができます。

これを受け帯広市では、周辺への影響などを勘案し必要があると認めるときは、その

所有者に対して、耐震診断及び耐震改修について必要な指導・助言を行います。

イ 一定の用途・規模の多数利用建築物

耐震改修促進法第１５条第２項における、一定の用途・規模の多数利用建築物につい

ては、必要な指導・助言・指示を行うことができ、指示に従わなかったときは、その旨

を公表することができます。

帯広市では、必要な耐震診断・耐震改修が行われていないと認められるときは指示を

行います。所有者が正当な理由なく指示に従わなかったときは、その建築物の危険性や

所有者の社会的責任などを十分に勘案して、公表の必要性を判断しながら耐震改修促進

法に基づき対応していきます。

（２） 建築基準法に基づく勧告等

帯広市では、耐震改修促進法に基づく指導・助言・指示・公表を行ったにもかかわらず、

建築物の所有者が必要な対策を取らなかった場合は、建築物の損傷、腐食その他劣化等を勘

案し、そのまま放置すれば大きな被害が想定されるときには、建築基準法に基づき必要に応

じて勧告・命令を行います。
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第５章 建築物の耐震化促進に向けた施策

１ 情報発信による理解の促進

（１）耐震化に関するパンフレットの作成

建築物の耐震化の必要性や日常生活における安全対策などの取り組みのほか、耐震診断・

耐震改修の支援制度や改修工事の手法などの情報発信を行うため、市民向けパンフレットを

作成し、コミュニティセンター等の公共施設に備え置くとともに、帯広市ホームページや広

報おびひろを活用し情報提供の充実に努めます。

（２）地域に出向く説明会や出前講座の実施

地域に出向いた説明会や出前講座を通じて情報提供を行い、耐震化及び地震防災対策に関

する理解の促進を図ります。

また、北海道及び関係団体が開催する地震防災セミナー等を活用し、情報提供を行います。

（３）地震防災マップの公表

北海道から提供された情報をもとに地区ごとの揺れやすさの度合いや、建築物の倒壊する

危険性を、わかりやすい地震防災マップとして作成しており、ホームページ等で情報提供を

行います。

また、内容を変更した場合については、随時更新します。

（４）耐震化に関する税制の情報提供

国による耐震改修促進税制などに関する改正の情報などを確認しながら、建築物所有者に

対し最新の情報を提供します。
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（５）各種認定制度の情報提供

耐震改修工事に係る容積率・建ぺい率の緩和などの各種認定制度※４について、パンフレッ

トやホームページ等に掲載して、住宅や建築物の所有者に対する情報提供に努めます。

※４ 耐震改修促進法の改正による各種認定制度

ア 耐震改修工事に係る容積率、建ぺい率の緩和

所管行政庁から、耐震改修計画の認定を受けた建築物は、耐震改修で増築する場合、容

積率・建ぺい率の特例措置が認められ、これまで床面積が増加することにより採用できな

い耐震改修工事の拡大を図ることが可能となりました。

イ 建築物の地震に対する安全性の表示制度

所管行政庁から、耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物は、広告等に耐震基

準への適合認定を受けたことを表示することが可能になりました。

ウ 区分所有建築物の議決要件の緩和

所管行政庁から、耐震改修を行う必要がある旨の認定を受けた区分所有建築物（マンシ

ョン等）は、大規模な耐震改修を行おうとする場合の議決要件が３／４以上から１／２超

に緩和されました。（建物の区分所有権に関する法律の特例）
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２ 安心して耐震化を進められる環境整備

（１）耐震診断・耐震改修等に係る相談体制の整備

ア 関係団体等と連携し相談体制を整備

現在設置している「住まいの総合相談窓口」において、引き続き耐震診断・耐震改修の

方法や支援制度の説明・相談などを行います。また、民間関係団体と連携して、多様な相

談に対応します。

イ 防災関連及び住宅関連イベント等での相談窓口の開設

来場者が多く見込める防災関連及び民間関係団体が主催する住宅・不動産・福祉等のイ

ベントなどにおいて、相談窓口を開設します。

ウ 地域に出向く相談窓口の開設

地域に出向いて行う説明会や、出前講座等の機会を活用し、相談に応じます。

地域防災訓練での相談実施状況
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（２）耐震診断・耐震改修促進のための所有者への支援

戸建て住宅の耐震診断・耐震改修に対して引き続き支援を行うほか、耐震診断が義務付

けとなった多数利用建築物（表５－１参照）を含め、耐震改修の促進に向けた支援のあり

方について検討を進めます。

また、住宅所有者が自宅の耐震性を把握することによって、地震防災に対する意識を高

めることができるように、引き続き無料耐震診断を実施します。

耐震診断が義務付けとなった多数利用建築物

・不特定多数の者が利用する大規模建築物

〈対象建築物〉

・病院、店舗、旅館等 ： 階数３以上かつ床面積の合計５，０００㎡以上

・体育館 ： 階数１以上かつ床面積の合計５，０００㎡以上

・避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物

〈対象建築物〉

・老人ホーム等 ： 階数２以上かつ床面積の合計５，０００㎡以上

・小学校、中学校等 ： 階数２以上かつ床面積の合計３，０００㎡以上

・幼稚園、保育所 ： 階数２以上かつ床面積の合計１，５００㎡以上

・一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等

〈対象建築物〉

・危険物貯蔵場等 ： 階数１以上かつ床面積の合計５，０００㎡以上

（敷地境界線から一定距離以内に存ずる建築物に限る）

耐震改修促進法において、所管行政庁は、上記の建築物の診断結果報告の公表を
行うことが規定されています。

表５－１
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（３）地震時に通行を確保すべき道路の指定

北海道緊急輸送道路ネットワーク計画※５において、地震直後から発生する緊急輸送を円

滑かつ確実に実施するために必要な道路として、第１次から第３次までの緊急輸送道路を

位置付けています。

「北海道耐震改修促進計画」では、これらを耐震改修促進法第５条第３項第３号に規定

する地震時に通行を確保すべき道路として指定しています。

市町村においては、耐震改修促進法第６条第３項第２号により、地震時に通行を確保す

べき道路を「耐震改修促進計画」に定めることとされています。

このため帯広市においては、北海道緊急輸送道路ネットワーク計画に基づく路線を指定

します。（表５－３参照）

この沿道にある昭和５６年以前に建てられた旧耐震基準の建築物で、前面道路に対し一

定の高さを有するもの（表５－２参照）は、建築物の所有者に対し、当該建築物の耐震診

断を促すとともに、地震に対する安全性を確保するため耐震改修の必要があると認めると

きは、耐震改修を実施するよう指導・助言・指示・公表を行います。

※５ 「北海道緊急輸送道路ネットワーク計画」は、地震直後から発生する緊急輸送

を円滑かつ確実に実施するために必要な道路の整備を計画的に推進していくため

に、北海道開発局、北海道、東日本高速道路株式会社等の道路管理者及び道の防

災担当部局、北海道警察本部等の防災関係機関からなる協議会を設置して策定し

たものです。

前面道路に対し一定の高さを有するもの

・幅員１２ｍを超える場合
（全面道路の1/2に相当する距離＋全面道路までの水平距離）＜建築物の高さ

45°

L／２ Lは、地震時に通行を確
保すべき道路として指定
された道路の幅員。L（全面道路の幅員）

L＞１２ｍの場合

・建築物の高さが、全面道路までの水平距離と道路の幅員の1/2を加えた距離より高い場合、対象建築物
になります。

建
築
物

高
さ

境
界
線

境
界
線

基
準
地
点

表５－２
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［出典：北海道緊急輸送道路ネットワーク計画］

地震時に通行を確保すべき道路

表５－３
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（４）地震時における建築物の総合的な安全対策に関する事業

地震発生時では、建築物の倒壊のほか、敷地の崩壊や非構造部材等の落下などによる人

的被害が多く発生しています。建築物の耐震化と合わせて、大規模空間の天井の脱落防止

対策などの地震時の総合的な建築物の安全対策を推進します。

ア 大規模空間の天井の脱落防止対策

平成15年の十勝沖地震では、釧路市の空港ターミナルビルの天井が大きく崩落する被害

が生じ、さらに平成23年の東日本大震災では、体育館や劇場など比較的新しい建築物も含

めて大規模空間の天井が脱落する被害が発生しました。これらの被害を踏まえ、建築基準

法による定期報告制度などにおいて、所有者に安全性の確保を図るよう指導します。

イ エレベーター内の閉じ込め防止対策

近年、地震発生時において、多くのビルでエレベーターが緊急異常停止し、エレベータ

ー内に人が閉じ込められるなどの被害が発生しています。

これらの被害を防止するため、地震の初期振動を感知し、最寄り階に停止させ、ドアを

開放する「地震時管制運転装置」の設置の促進を図るために、建築基準法に基づく毎年の

定期検査報告において、改善指導を行っていきます。

ウ ブロック塀等の倒壊防止対策

地震防災対策には、建築物の耐震化のみならず、危険なブロック塀の改修・撤去等も効

果的であるので、地域における危険箇所の点検の必要性などについて周知・啓発を行って

いきます。
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第６章 計画の推進に関する事項

１ 北海道及び関係団体との連携について

平成１８年３月、北海道において、建築物の耐震化の促進を図るために、「全道住宅建築物耐

震改修促進会議」を設置しました。

今後、その会議において耐震化に関する情報を取得しながら、建築物の耐震化に向け

て取り組んでいきます。

２ 帯広市の計画推進体制について

市においても、平成１９年度に計画の推進のため「帯広市耐震改修促進会議」を設置してお

り、今後も関係部署による会議を開催し、公共建築物及び民間建築物の耐震化について取り組

んでいきます。
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資料編
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建築物の耐震改修の促進に関する法律（抄）

発令：平成 7年 10 月 27 日法律第 123 号

最終改正：平成 26 年 6月 4 日法律第 54 号

目次

第一章 総則

第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促

進計画等（第四条-第六条）

第三章 建築物の所有者が講ずべき措置

（第七条-第十六条）

第四章 建築物の耐震改修の計画の認定

（第十七条-第二十一条）

第五章 建築物の地震に対する安全性に係

る認定等（第二十二条-第二十四条）

第六章 区分所有建築物の耐震改修の必要

性に係る認定等（第二十五条-第二

十七条）

第七章 建築物の耐震改修に係る特例（第

二十八条-第三十一条）

第八章 耐震改修支援センター（第三十二

条-第四十二条）

第九章 罰則（第四十三条-第四十六条）

附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、地震による建築物の倒

壊等の被害から国民の生命、身体及び財産

を保護するため、建築物の耐震改修の促進

のための措置を講ずることにより建築物の

地震に対する安全性の向上を図り、もって

公共の福祉の確保に資することを目的とす

る。

（定義）

第二条 この法律において「耐震診断」とは、

地震に対する安全性を評価することをいう。

２ この法律において「耐震改修」とは、地

震に対する安全性の向上を目的として、増

築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除

却又は敷地の整備をすることをいう。

３ この法律において「所管行政庁」とは、

建築主事を置く市町村又は特別区の区域に

ついては当該市町村又は特別区の長をいい、

その他の市町村又は特別区の区域について

は都道府県知事をいう。ただし、建築基準

法（昭和二十五年法律第二百一号）第九十

七条の二第１項又は第九十七条の三第１項

の規定により建築主事を置く市町村又は特

別区の区域内の政令で定める建築物につい

ては、都道府県知事とする。

（国、地方公共団体及び国民の努力義務）

第三条 国は、建築物の耐震診断及び耐震改

修の促進に資する技術に関する研究開発を

促進するため、当該技術に関する情報の収

集及び提供その他必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。

２ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診

断及び耐震改修の促進を図るため、資金の

融通又はあっせん、資料の提供その他の措

置を講ずるよう努めるものとする。

３ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診

断及び耐震改修の促進に関する国民の理解

と協力を得るため、建築物の地震に対する

安全性の向上に関する啓発及び知識の普及

に努めるものとする。

４ 国民は、建築物の地震に対する安全性を

確保するとともに、その向上を図るよう努

めるものとする。

第二章 基本方針及び都道府県耐震改修

促進計画等

（基本方針）

第四条 国土交通大臣は、建築物の耐震診断

及び耐震改修の促進を図るための基本的な

方針（以下「基本方針」という。）を定めな

ければならない。

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。

一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進

に関する基本的な事項

二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施

に関する目標の設定に関する事項

三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施

について技術上の指針となるべき事項

四 建築物の地震に対する安全性の向上に

関する啓発及び知識の普及に関する基本

的な事項

五 次条第１項に規定する都道府県耐震改

修促進計画の策定に関する基本的な事項

その他建築物の耐震診断及び耐震改修の

促進に関する重要事項

３ 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は

これを変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。

（都道府県耐震改修促進計画）

第五条 都道府県は、基本方針に基づき、当

該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及

び耐震改修の促進を図るための計画（以下
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「都道府県耐震改修促進計画」という。）を

定めるものとする。

２ 都道府県耐震改修促進計画においては、

次に掲げる事項を定めるものとする。

一 当該都道府県の区域内の建築物の耐震

診断及び耐震改修の実施に関する目標

二 当該都道府県の区域内の建築物の耐震

診断及び耐震改修の促進を図るための施

策に関する事項

三 建築物の地震に対する安全性の向上に

関する啓発及び知識の普及に関する事項

四 建築基準法第十条第１項から第３項ま

での規定による勧告又は命令その他建築

物の地震に対する安全性を確保し、又は

その向上を図るための措置の実施につい

ての所管行政庁との連携に関する事項

五 その他当該都道府県の区域内の建築物

の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必

要な事項

３ 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、

前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定

める事項を記載することができる。

一 病院、官公署その他大規模な地震が発

生した場合においてその利用を確保する

ことが公益上必要な建築物で政令で定め

るものであって、既存耐震不適格建築物

（地震に対する安全性に係る建築基準法

又はこれに基づく命令若しくは条例の規

定（以下「耐震関係規定」という。）に適

合しない建築物で同法第三条第２項の規

定の適用を受けているものをいう。以下

同じ。）であるもの（その地震に対する安

全性が明らかでないものとして政令で定

める建築物（以下「耐震不明建築物」と

いう。）に限る。）について、耐震診断を

行わせ、及び耐震改修の促進を図ること

が必要と認められる場合 当該建築物に

関する事項及び当該建築物に係る耐震診

断の結果の報告の期限に関する事項

二 建築物が地震によって倒壊した場合に

おいてその敷地に接する道路（相当数の

建築物が集合し、又は集合することが確

実と見込まれる地域を通過する道路そ

の他国土交通省令で定める道路（以下

「建築物集合地域通過道路等」という。）

に限る。）の通行を妨げ、市町村の区域

を越える相当多数の者の円滑な避難を

困難とすることを防止するため、当該道

路にその敷地が接する通行障害既存耐

震不適格建築物（地震によって倒壊した

場合においてその敷地に接する道路の通

行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難

とするおそれがあるものとして政令で定

める建築物（第十四条第三号において「通

行障害建築物」という。）であって既存耐

震不適格建築物であるものをいう。以下

同じ。）について、耐震診断を行わせ、又

はその促進を図り、及び耐震改修の促進

を図ることが必要と認められる場合 当

該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地

に接する道路に関する事項及び当該通行

障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建

築物であるものに限る。）に係る耐震診断

の結果の報告の期限に関する事項

三 建築物が地震によって倒壊した場合に

おいてその敷地に接する道路（建築物集

合地域通過道路等を除く。）の通行を妨げ、

市町村の区域を越える相当多数の者の円

滑な避難を困難とすることを防止するた

め、当該道路にその敷地が接する通行障

害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び

耐震改修の促進を図ることが必要と認め

られる場合 当該通行障害既存耐震不適

格建築物の敷地に接する道路に関する事

項

四 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律（平成五年法律第五十二号。以下

「特定優良賃貸住宅法」という。）第三条

第四号に規定する資格を有する入居者を

その全部又は一部について確保すること

ができない特定優良賃貸住宅（特定優良

賃貸住宅法第六条に規定する特定優良賃

貸住宅をいう。以下同じ。）を活用し、第

十九条に規定する計画認定建築物である

住宅の耐震改修の実施に伴い仮住居を必

要とする者（特定優良賃貸住宅法第三条

第四号に規定する資格を有する者を除く。

以下「特定入居者」という。）に対する仮

住居を提供することが必要と認められる

場合 特定優良賃貸住宅の特定入居者に

対する賃貸に関する事項

五 前項第一号の目標を達成するため、当

該都道府県の区域内において独立行政法

人都市再生機構（以下「機構」という。）

又は地方住宅供給公社（以下「公社」と

いう。）による建築物の耐震診断及び耐震

改修の実施が必要と認められる場合 機

構又は公社による建築物の耐震診断及び

耐震改修の実施に関する事項
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４ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画

に前項第一号に定める事項を記載しようと

するときは、当該事項について、あらかじ

め、当該建築物の所有者（所有者以外に権

原に基づきその建築物を使用する者がある

ときは、その者及び所有者）の意見を聴か

なければならない。

５ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画

に第３項第五号に定める事項を記載しよう

とするときは、当該事項について、あらか

じめ、機構又は当該公社の同意を得なけれ

ばならない。

６ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画

を定めたときは、遅滞なく、これを公表す

るとともに、当該都道府県の区域内の市町

村にその写しを送付しなければならない。

７ 第３項から前項までの規定は、都道府県

耐震改修促進計画の変更について準用する。

（市町村耐震改修促進計画）

第六条 市町村は、都道府県耐震改修促進計

画に基づき、当該市町村の区域内の建築物

の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため

の計画（以下「市町村耐震改修促進計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。

２ 市町村耐震改修促進計画においては、お

おむね次に掲げる事項を定めるものとする。

一 当該市町村の区域内の建築物の耐震診

断及び耐震改修の実施に関する目標

二 当該市町村の区域内の建築物の耐震診

断及び耐震改修の促進を図るための施策

に関する事項

三 建築物の地震に対する安全性の向上に

関する啓発及び知識の普及に関する事項

四 建築基準法第十条第１項から第３項ま

での規定による勧告又は命令その他建築

物の地震に対する安全性を確保し、又は

その向上を図るための措置の実施につい

ての所管行政庁との連携に関する事項

五 その他当該市町村の区域内の建築物の
耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要

な事項

３ 市町村は、次の各号に掲げる場合には、

前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定

める事項を記載することができる。

一 建築物が地震によって倒壊した場合に

おいてその敷地に接する道路（建築物集

合地域通過道路等に限る。）の通行を妨げ、

当該市町村の区域における多数の者の円

滑な避難を困難とすることを防止するた

め、当該道路にその敷地が接する通行障

害既存耐震不適格建築物について、耐震

診断を行わせ、又はその促進を図り、及

び耐震改修の促進を図ることが必要と認

められる場合 当該通行障害既存耐震不

適格建築物の敷地に接する道路に関する

事項及び当該通行障害既存耐震不適格建

築物（耐震不明建築物であるものに限る。）

に係る耐震診断の結果の報告の期限に関

する事項

二 建築物が地震によって倒壊した場合に

おいてその敷地に接する道路（建築物集

合地域通過道路等を除く。）の通行を妨げ、

当該市町村の区域における多数の者の円

滑な避難を困難とすることを防止するた

め、当該道路にその敷地が接する通行障

害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び

耐震改修の促進を図ることが必要と認め

られる場合当該通行障害既存耐震不適格

建築物の敷地に接する道路に関する事項

４ 市町村は、市町村耐震改修促進計画を定

めたときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。

５ 前二項の規定は、市町村耐震改修促進計

画の変更について準用する。

第三章 建築物の所有者が講ずべき措置

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐

震診断の義務）

第七条 次に掲げる建築物（以下「要安全確

認計画記載建築物」という。）の所有者は、

当該要安全確認計画記載建築物について、

国土交通省令で定めるところにより、耐震

診断を行い、その結果を、次の各号に掲げ

る建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める期限までに所管行政庁に報告しな

ければならない。

一 第五条第３項第一号の規定により都道

府県耐震改修促進計画に記載された建築

物 同号の規定により都道府県耐震改修

促進計画に記載された期限

二 その敷地が第五条第３項第二号の規定

により都道府県耐震改修促進計画に記載

された道路に接する通行障害既存耐震不

適格建築物（耐震不明建築物であるもの

に限る。） 同号の規定により都道府県耐

震改修促進計画に記載された期限

三 その敷地が前条第３項第一号の規定に

より市町村耐震改修促進計画に記載され

た道路に接する通行障害既存耐震不適格

建築物（耐震不明建築物であるものに限
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り、前号に掲げる建築物であるものを除

く。） 同項第一号の規定により市町村耐

震改修促進計画に記載された期限

（要安全確認計画記載建築物に係る報告命

令等）

第八条 所管行政庁は、要安全確認計画記載

建築物の所有者が前条の規定による報告を

せず、又は虚偽の報告をしたときは、当該

所有者に対し、相当の期限を定めて、その

報告を行い、又はその報告の内容を是正す

べきことを命ずることができる。

２ 所管行政庁は、前項の規定による命令を

したときは、国土交通省令で定めるところ

により、その旨を公表しなければならない。

３ 所管行政庁は、第一項の規定により報告

を命じようとする場合において、過失がな

くて当該報告を命ずべき者を確知すること

ができず、かつ、これを放置することが著

しく公益に反すると認められるときは、そ

の者の負担において、耐震診断を自ら行い、

又はその命じた者若しくは委任した者に行

わせることができる。この場合においては、

相当の期限を定めて、当該報告をすべき旨

及びその期限までに当該報告をしないとき

は、所管行政庁又はその命じた者若しくは

委任した者が耐震診断を行うべき旨を、あ

らかじめ、公告しなければならない。

(耐震診断の結果の公表)

第九条 所管行政庁は、第七条の規定による

報告を受けたときは、国土交通省令で定め

るところにより、当該報告の内容を公表し

なければならない。前条第三項の規定によ

り耐震診断を行い、又は行わせたときも、

同様とする。

(通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診

断に要する費用の負担)

第十条 都道府県は、第七条第二号に掲げる

建築物の所有者から申請があったときは、

国土交通省令で定めるところにより、同条

の規定により行われた耐震診断の実施に要

する費用を負担しなければならない。

２ 市町村は、第七条第三号に掲げる建築物

の所有者から申請があったときは、国土交

通省令で定めるところにより、同条の規定

により行われた耐震診断の実施に要する費

用を負担しなければならない。

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐

震改修の努力）

第十一条 要安全確認計画記載建築物の所有

者は、耐震診断の結果、地震に対する安全

性の向上を図る必要があると認められると

きは、当該要安全確認計画記載建築物につ

いて耐震改修を行うよう努めなければなら

ない。

（要安全確認計画記載建築物の耐震改修に

係る指導及び助言並びに指示等）

第十二条 所管行政庁は、要安全確認計画記

載建築物の耐震改修の適確な実施を確保す

るため必要があると認めるときは、要安全

確認計画記載建築物の所有者に対し、基本

方針のうち第四条第二項第三号の技術上の

指針となるべき事項（以下「技術指針事項」

という。）を勘案して、要安全確認計画記載

建築物の耐震改修について必要な指導及び

助言をすることができる。

２ 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築

物について必要な耐震改修が行われていな

いと認めるときは、要安全確認計画記載建

築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案

して、必要な指示をすることができる。

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を

受けた要安全確認計画記載建築物の所有者

が、正当な理由がなく、その指示に従わな

かったときは、その旨を公表することがで

きる。

（要安全確認計画記載建築物に係る報告、

検査等）

第十三条 所管行政庁は、第八条第一項並び

に前条第二項及び第三項の規定の施行に必

要な限度において、政令で定めるところに

より、要安全確認計画記載建築物の所有者

に対し、要安全確認計画記載建築物の地震

に対する安全性に係る事項（第七条の規定

による報告の対象となる事項を除く。）に関

し報告させ、又はその職員に、要安全確認

計画記載建築物、要安全確認計画記載建築

物の敷地若しくは 要安全確認計画記載建

築物の工事現場に立ち入り、要安全確認計

画記載建築物、要安全確認計画記載建築物

の敷地、建築設備、建築材料、書類その他

の物件を検査させることができる。ただし、

住居に立ち入る場合においては、あらかじ

め、その居住者の承諾を得なければならな

い。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、

その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、

犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。
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（特定既存耐震不適格建築物の所有者の努

力）

第十四条 次に掲げる建築物であって既存耐

震不適格建築物であるもの（要安全確認計

画記載建築物であるものを除く。以下「特

定既存耐震不適格建築物」という。）の所有

者は、当該特定既存耐震不適格建築物につ

いて耐震診断を行い、その結果、地震に対

する安全性の向上を図る必要があると認め

られるときは、当該特定既存耐震不適格建

築物について耐震改修を行うよう努めなけ

ればならない。

一 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、

集会場、展示場、百貨店、事務所、老人

ホームその他多数の者が利用する建築物

で政令で定めるものであって政令で定め

る規模以上のもの

二 火薬類、石油類その他政令で定める危

険物であって政令で定める数量以上のも

のの貯蔵場又は処理場の用途に供する建

築物

三 その敷地が第五条第三項第二号若しく

は第三号の規定により都道府県耐震改修

促進計画に記載された道路又は第六条第

三項の規定により市町村耐震改修促進計

画に記載された道路に接する通行障害建

築物

（特定既存耐震不適格建築物に係る指導及

び助言並びに指示等）

第十五条 所管行政庁は、特定既存耐震不適

格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な

実施を確保するため必要があると認めると

きは、特定既存耐震不適格建築物の所有者

に対し、技術指針事項を勘案して、特定既

存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改

修について必要な指導及び助言をすること

ができる。

２ 所管行政庁は、次に掲げる特定既存耐震

不適格建築物（第一号から第三号までに掲

げる特定既存耐震不適格建築物にあっては、

地震に対する安全性の向上を図ることが特

に必要なものとして政令で定めるものであ

って政令で定める規模以上のものに限る。）

について必要な耐震診断又は耐震改修が行

われていないと認めるときは、特定既存耐

震不適格建築物の所有者に対し、技術指針

事項を勘案して、必要な指示をすることが

できる。

一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、

百貨店その他不特定かつ多数の者が

利用する特定既存耐震不適格建築物

二 小学校、老人ホームその他地震の際の

避難確保上特に配慮を要する者が主とし

て利用する特定既存耐震不適格建築物

三 前条第二号に掲げる建築物である特定

既存耐震不適格建築物

四 前条第三号に掲げる建築物である特定

既存耐震不適格建築物

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を

受けた特定既存耐震不適格建築物の所有者

が、正当な理由がなく、その指示に従わな

かったときは、その旨を公表することがで

きる。

４ 所管行政庁は、前二項の規定の施行に必

要な限度において、政令で定めるところに

より、特定既存耐震不適格建築物の所有者

に対し、特定既存耐震不適格建築物の地震

に対する安全性に係る事項に関し報告させ、

又はその職員に、特定既存耐震不適格建築

物、特定既存耐震不適格建築物の敷地若し

くは特定既存耐震不適格建築物の工事現場

に立ち入り、特定既存耐震不適格建築物、

特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築設

備、建築材料、書類その他の物件を検査さ

せることができる。

５ 第十三条第一項ただし書、第二項及び第

三項の規定は、前項の規定による立入検査

について準用する。

（一定の既存耐震不適格建築物の所有者の

努力等）

第十六条 要安全確認計画記載建築物及び特

定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不

適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適

格建築物について耐震診断を行い、必要に

応じ、当該既存耐震不適格建築物について

耐震改修を行うよう努めなければならない。

２ 所管行政庁は、前項の既存耐震不適格建

築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施

を確保するため必要があると認めるときは、

当該既存耐震不適格建築物の所有者に対し、

技術指針事項を勘案して、当該既存耐震不

適格建築物の耐震診断及び耐震改修につい

て必要な指導及び助言をすることができる。

第四章 建築物の耐震改修の計画の認定

第十七条～第二十一条 （略）

第五章 建築物の地震に対する安全生に

係る認定等

第二十二条～第二十四条 （略）
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第六章 区分所有建築物の耐震改修の必

要性に係る認定等

第二十五条～第二十七条 （略）

第七章 建築物の耐震改修に係る特例

（特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る

認定の基準の特例）

第二十八条～第三十一条 （略）

第八章 耐震改修支援センター

第三十二条～第四十二条 （略）

第九章 罰則

第四十三条～第四十六条 （略）

附則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して

三月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。

(機構の業務の特例に係る委託契約を締結

する期限)

第二条 第二十九条の規定により機構が委託

に基づき行う業務は、当該委託に係る契約

が平成二十七年十二月三十一日までに締結

される場合に限り行うことができる。

(要緊急安全確認大規模建築物の所有者の

義務等)

第三条 次に掲げる既存耐震不適格建築物で

あって、その地震に対する安全性を緊急に

確かめる必要がある大規模なものとして政

令で定めるもの（要安全確認計画記載建築

物であって当該要安全確認計画記載建築物

に係る第七条各号に定める期限が平成二十

七年十二月三十目以前であるものを除く。

以下この条において「要緊急安全確認大規

模建築物」という。）の所有者は、当該要緊

急安全確認大規模建築物について、国土交

通省令で定めるところにより、耐震診断を

行い、その結果を同月三十一目までに所管

行政庁に報告しなければならない。

一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、

百貨店その他不特定かつ多数の者が利用

する既存耐震不適格建築物

二 小学校、老人ホームその他地震の際の

避難確保上特に配慮を要する者が主とし

て利用する既存耐震不適格建築物

三 第十四条第二号に掲げる建築物である

既存耐震不適格建築物

２ 第七条から第十三条までの規定は要安全

確認計画記載建築物である要緊急安全確認

大規模建築物であるものについて、第十四

条及び第十五条の規定は要緊急安全確認大

規模建築物については、適用しない。

３ 第八条、第九条及び第十一条から第十三

条までの規定は、要緊急安全確認大規模建

築物について準用する。この場合において、

第八条第一項中「前条」とあり、並びに第

九条及び第十三条第一項中「第七条」とあ

るのは「附則第三条第一項」と、第九条中

「前条第三項」とあるのは「同条第三項に

おいて準用する前条第三項」と、第十三条

第一項中「第八条第一項」とあるのは「附

則第三条第三項において準用する第八条第

一項」と読み替えるものとする。

４ 前項において準用する第八条第一項の規

定による命令に違反した者は、百万円以下

の罰金に処する。

５ 第三項において準用する第十三条第一項

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の

報告をし、又は同項の規定による検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万

円以下の罰金に処する。

６ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理

人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、前二項の違反行為をし

たときは、行為者を罰するほか、その法人

又は人に対しても当該各項の刑を科する。
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建築物の耐震改修の促進に

関する法律施行令（抄）

発令：平成 7年 12 月 22 日政令第 429 号

最終改正：平成 28 年 2月 17 日政令第 43 号

内閣は、建築物の耐震改修の促進に関する

法律（平成七年法律第百二十三号）第二条 、

第四条第一項 から第三項 まで及び第十条

の規定に基づき、この政令を制定する。

（都道府県知事が所管行政庁となる建築物）

第一条 建築物の耐震改修の促進に関する法

律（以下「法」という。）第二条第三項ただ

し書の政令で定める建築物のうち建築基準

法（昭和二十五年法律第二百一号）第九十

七条の二第一項の規定により建築主事を置

く市町村の区域内のものは、同法第六条第

一項第四号に掲げる建築物（その新築、改

築、増築、移転又は用途の変更に関して、

法律並びにこれに基づく命令及び条例の規

定により都道府県知事の許可を必要とする

ものを除く。）以外の建築物とする。

２ 法第二条第三項ただし書の政令で定める

建築物のうち建築基準法第九十七条の三第

一項の規定により建築主事を置く特別区の

区域内のものは、次に掲げる建築物（第二

号に掲げる建築物にあっては、地方自治法

（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五

十二条の十七の二第一項の規定により同号

に規定する処分に関する事務を特別区が処

理することとされた場合における当該建築

物を除く。）とする。

一 延べ面積（建築基準法施行令（昭和二

十五年政令第三百三十八号）第二条第一

項第四号に規定する延べ面積をいう。）が

一万平方メートルを超える建築物

二 その新築、改築、増築、移転又は用途

の変更に関して、建築基準法第五十一条

（同法第八十七条第二項及び第三項にお

いて準用する場合を含む。）（市町村都市

計画審議会が置かれている特別区にあっ

ては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物

処理施設に係る部分に限る。）並びに同法

以外の法律並びにこれに基づく命令及び

条例の規定により都知事の許可を必要と

する建築物

(都道府県耐震改修促進計画に記載するこ

とができる公益上必要な建築物)

第二条 （略）

（耐震不明建築物の要件）

第三条 法第五条第三項第一号の政令で定め

るその地震に対する安全性が明らかでない

建築物は、昭和五十六年五月三十一目以前

に新築の工事に着手したものとする。ただ

し、同年六月一目以後に増築、改築、大規

模の修繕又は大規模の模様替の工事（次に

掲げるものを除く。）に着手し、建築基準法

第七条第五項、第七条の二第五項又は第十

八条第十八項の規定による検査済証の交付

（以下この条において単に「検査済証の交

付」という。）を受けたもの（建築基準法施

行令第百三十七条の十四第一号に定める建

築物の部分（以下この条において「独立部

分」という。）が二以上ある建築物にあって

は、当該二以上の独立部分の全部について

同目以後にこれらの工事に着手し、検査済

証の交付を受けたものに限る。）を除く。

一 建築基準法第八十六条のハ第一項の規

定による認定を受けた全体計両に係る二

以上の工事のうち最後の工事以外の増築、

改築、大規模の修繕又は犬規模の模様替

の工事

二 建築基準法施行令第百三十七条の二第

三号に掲げる範囲内の増築又は改築の工

事であって、増築又は改築後の建築物の

構造方法が同号イに適合するもの

三 建築基準法施行令第百三十七条の十二

第一項に規定する範囲内の大規模の修繕

又は大規模の模様替の工事

（通行障害建築物の要件）

第四条 法第五条第三項第二号の政令で定め

る建築物は、そのいずれかの部分の高さが、

当該部分から前面道路の境界線までの水平

距離に、次の各号に掲げる当該前面道路の

幅員に応じ、それぞれ当該各号に定める距

離（これによることが不適当である場合と

して国土交通省令で定める場合においては、

当該幅員が十二メートル以下のときは六メ

ートルを超える範囲において、当該幅員が

十二メートルを超えるときは六メートル以

上の範囲において、国土交通省令で定める

距離）を加えたものを超える建築物とする。

一 十二メートル以下の場合 六メートル

二 十二メートルを超える場合 前面道路

の幅員の二分の一に相当する距離

（要安全確認計画記載建築物に係る報告及

び立入検査）

第五条 所管行政庁は、法第十三条第一項の

規定により、要安全確認計画記載建築物の
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所有者に対し、当該要安全確認計画記載建

築物につき、当該要安全確認計画記載建築

物の設計及び施工並びに構造の状況に係る

事項のうち地震に対する安全性に係るもの

並びに当該要安全確認計画記載建築物の耐

震診断及び耐震改修の状況（法第七条の規

定による報告の対象となる事項を除く。）に

関し報告させることができる。

２ 所管行政庁は、法第十三条第一項の規定

により、その職員に、要安全確認計画記載

建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地

又は要安全確認計画記載建築物の工事現場

に立ち入り、当該要安全確認計画記載建築

物並びに当該要安全確認計画記載建築物の

敷地、建築設備、建築材料及び設計図書そ

の他の関係書類を検査させることができる。

（多数の者が利用する特定既存耐震不適格

建築物の要件）

第六条 法第十四条第一号の政令で定める建

築物は、次に掲げるものとする。

一 ボーリング場、スケート場、水泳場そ

の他これらに類する運動施設

二 診療所

三 映両館又は演芸場

四 公会堂

五 卸売市場又はマーケットその他の物品

販売業を営む店舗

六 ホテル又は旅館

七 賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎

又は下宿

八 老人短期入所施設、保育所、福祉ホー

ムその他これらに類するもの

九 老人福祉センター、児童厚生施設、身

体障害者福祉センターその他これらに類

するもの

十 博物館、美術館又は図書館

十一 遊技場

十二 公衆浴場

十三 飲食店、キャバレー、料理店、ナイ

トクラブ、ダンスホールその他これらに

類するもの

十四 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その

他これらに類するサービス業を営む店舗

十五 工場

十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空

機の発着場を構成する建築物で旅客の乗

降又は待合いの用に供するもの

十七 自動車車庫その他の自動車又は自転

車の停留又は駐車のための施設

十八 保健所、税務署その他これらに類す

る公益上必要な建築物

２ 法第十四条第一号の政令で定める規模は、

次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める階数及び床面積の

合計（当該各号に掲げる建築物の用途に供

する部分の床面積の合計をいう。以下この

項において同じ。）とする。

一 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は

保育所 階数二及び床面積の合計五百

平方メートル

ニ 小学校、中学校、中等教背芋校の前期

課程若しくは特別支援学咬（以下「小学

校等」という。）、老人ホーム又は前項第

八号若しくは第九号に掲げる建築物（保

育所を除く。）階数二及び床面積の合計千

平方メートル

三 学校（幼稚園、小学校等及び幼保連携

型認定こども園を除く。）、病院、劇場、

観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務

所又は前項第一号から第七号まで若しく

は第十号から第十八号までに掲げる建築

物 階数三及び床面積の合計千平方メー

トル

四 体育館 階数一及び床面積の合計千平

方メートル

３ 前項各号のうち二以上の号に掲げる建築

物の用途を兼ねる場合における法第十四条

第一号の政令で定める規模は、同項の規定

にかかわらず、同項各号に掲げる建築物の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める階

数及び床面積の合計に相当するものとして

国土交通省令で定める階数及び床面積の合

計とする。

（危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既

存耐震不適格建築物の要件）

第七条 （略）

（所管行政庁による指示の対象となる特定

既存耐震不適格建築物の要件）

第八条 法第十五条第二項の政令で定める特

定既存耐震不適格建築物は、次に掲げる建

築物である特定既存耐震不適格建築物とす

る。

一 体育館（一般公共の用に供されるもの

に限る。）、ボーリング場、スケート場、水

泳場その他これらに類する運動施設

二 病院又は診療所

三 劇場、観覧場、映両館又は演芸場

四 集会場又は公会堂

五 展示場
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六 百貨店、マーケットその他の物品販売

業を営む店舗

七 ホテル又は旅館

八 老人福祉センター、児童厚生施設、身

体障害者福祉センターその他これらに類

するもの

九 博物館、美術館又は図書館

十 遊技場

十一 公衆浴場

十二 飲食店、キャバレー、料理店、ナイ

トクラブ、ダンスホールその他これらに

類するもの

十三 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その

他これらに類するサービス業を営む店舗

十四 車両の停車場又は船舶若しくは航空

機の発着場を構成する建築物で旅客の乗

降又は待合いの用に供するもの

十五 自動車車庫その他の自動車又は自転

車の停留又は駐車のための施設で、一般

公共の用に供されるもの

十六 保健所、税務署その他これらに類す

る公益上必要な建築物

十七 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認

定こども園

十八 老人ホーム、老人短期入所施設、保

育所、福祉ホームその他これらに類する

もの

十九 法第十四条第二号に掲げる建築物

２ 法第十五条第二項の政令で定める規模は、

次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める床面積の合計（当

該各号に掲げる建築物の用途に供する部分

の床面積の合計をいう。以下この項におい

て同じ。）とする。

一 前項第一号から第十六号まで又は第十

八号に掲げる建築物（保育所を除く。）床

面積の合計二千平方メートル

ニ 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は

保育所 床面積の合計七百五十平方メー

トル

三 小学校等 床面積の合計千五百平方メ

ートル

四 前項第十九号に掲げる建築物 床面積

の合計五百平方メートル

３ 前項第一号から第三号までのうち二以上

の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合に

おける法第十五条第二項の政令で定める規

模は、前項の規定にかかわらず、同項第一

号から第三号までに掲げる建築物の区分に

応じ、それぞれ同項第一号から第三号まで

に定める床面積の合計に相当するものとし

て国土交通省令で定める床面積の合計とす

る。

(特定既存耐震不適格建築物に係る報告及

び立入検査)

第九条 所管行政庁は、法第十五条第四項の

規定により、前条第一項の特定既存耐震不

適格建築物で同条第二項に規定する規模以

上のもの及び法第十五条第二項第四号に掲

げる特定既存耐震不適格建築物の所有者に

対し、これらの特定既存耐震不適格建築物

につき、当該特定既存耐震不適格建築物の

設計及び施工並びに構造の状況に係る事項

のうち地震に対する安全性に係るもの並び

に当該特定既存耐震不適格建築物の耐震診

断及び耐震改修の状況に関し報告させるこ

とができる。

２ 所管行政庁は、法第十五条第四項の規定

により、その職員に、前条第一項の特定既

存耐震不適格建築物で同条第二項に規定す

る規模以上のもの及び法第十五条第二項第

四号に掲げる特定既存耐震不適格建築物、

これらの特定既存耐震不適格建築物の敷地

又はこれらの特定既存耐震不適格建築物の

工事現場に立ち入り、当該特定既存耐震不

適格建築物並びに当該特定既存耐震不適格

建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設

計図書その他の関係書類を検査させること

ができる。

第十条～第十二条 （略）

附則 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、法の施行の日（平成七

年十二月二十五日）から施行する。

（地震に対する安全性を緊急に確かめる必

要がある大規模な既存耐震不適格建築物の

要件）

第二条 法附則第三条第一項の政令で定める

既存耐震不適格建築物は、次の各号に掲げ

る要件のいずれにも該当するものとする。

一 第八条第一項各号に掲げる建築物であ

ること。ただし、同項第十九号に掲げる

建築物（地震による当該建築物の倒壊に

より当該建築物の敷地外に被害を及ぼす

おそれが大きいものとして国土交通大臣

が定める危険物を貯蔵し、又は処理しよ

うとするものに限る。）にあっては、その

外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境

界線までの距離が、当該危険物の区分に
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応じ、国土交通大臣が定める距離以下の

ものに限る。

二 次のイからへまでに掲げる建築物の区

分に応じ、それぞれ当該イからへまでに

定める階数及び床面積の合計（当該イか

らへまでに掲げる建築物の用途に供する

部分の床面積の合計をいう。以下この項

において同じ。）以上のものであること。

イ 第八条第一項第一号から第七号まで

又は第九号から第十六号までに掲げる

建築物（体育館（一般公共の用に供さ

れるものに限る。ロにおいて同じ。）を

除く。） 階数三及び床面積の合計五千

平方メートル

ロ 体育館 階数一及び床面積の合計五

千平方メートル

ハ 第八条第一項第八号又は第十八号に

掲げる建築物（保育所を除く。） 階

数二及び床面積の合計五千平方メート

ル

ニ 幼稚園、幼保連携型認定こども園又

は保育所 階数二及び床面積の合計千

五百平方メートル

ホ 小学校等 階数二及び床面積の合計

三千平方メートル

ヘ 第八条第一項第十九号に掲げる建築

物 階数一及び床面積の合計五千平方

メートル

三 第三条に規定する建築物であること。

２ 前項第二号イからホまでのうち二以上に

掲げる建築物の用途を兼ねる場合における

法附則第三条第一項の政令で定める既存耐

震不適格建築物は、前項の規定にかかわら

ず、同項第一号及び第三号に掲げる要件の

ほか、同項第二号イからホまでに掲げる建

築物の区分に応じ、それぞれ同号イからホ

までに定める階数及び床面積の合計以上の

ものであることに相当するものとして国土

交通省令で定める要件に該当するものとす

る。

(要緊急安全確認大規模建築物に係る報告

及び立入検査)

第三条 第五条の規定は、要緊急安全確認大

規模建築物について準用する。この場合に

おいて、同条中「法第十三条第一項」とあ

るのは「法附則第三条第三項において準用

する法第十三条第一項」と、同条第一項中

「法第七条」とあるのは「法附則第三条第

一項」と読み替えるものとする。
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建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図

るための基本的な方針（抄）

発令：平成 18 年 1 月 25 日

国土交通省告示第 184 号

最終改正：平成 28 年 3月 25 日

国土交通省告示第 529 号

平成 7 年 1月の阪神・淡路大震災では、地

震により 6､434 人の尊い命が奪われた。この

うち地震による直接的な死者数は 5､502 人で

あり、さらにこの約 9 割の 4､831 人が住宅・

建築物の倒壊等によるものであった。この教

訓を踏まえて、建築物の耐震改修の促進に関

する法律（以下「法」という。）が制定された。

しかし近年、平成 16 年 10 月の新潟県中越

地震、平成 17 年 3 月の福岡県西方沖地震、平

成 20 年 6月の岩手・宮城内陸地震など大地震

が頻発しており、特に平成 23 年 3月に発生し

た東日本大震災は、これまでの想定をはるか

に超える巨大な地震・津波により、一度の災

害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な

披害をもたらした。また、東日本大震災にお

いては、津波による沿岸部の建築物の被害が

圧倒的であったが、内陸市町村においても建

築物に大きな披害が発生した。このように、

我が国において、大地震はいつどこで発生し

てもおかしくない状況にあるとの認識が広が

っている。

さらに、南海トラフ地震、目本海溝・千島

海溝周辺海溝型地震及び首都直下地震につい

ては、発生の切迫性が指摘され、ひとたび地

震が発生すると披害は甚大なものと想定され

ており、特に、南海トラフ巨大地震について

は、東日本大震災を上回る被害が想定されて

いる。

建築物の耐震改修については、建築物の耐

震化緊急対策方針（平成 17 年 9月中央防災会

議決定）において、全国的に取り組むべき「社

会全体の国家的な緊急課題」とされるととも

に、南海トラフ地震防災対策推進基本計画（平

成 26 年 3月中央防災会議決定）において、10

年後に死者数を概ね 8 割、建築物の全壊棟数

を概ね 5 割、被害想定から減少させるという

目標の達成のため、重点的に取り組むべきも

のとして位置づけられているところである。

また、首都直下地震緊急対策推進基本計画（平

成 27 年 3月閣議決定）においては、10 年後

に死者数及び建築物の全壊棟数を被害想定か

ら半減させるという目標の達成のため、あら

ゆる対策の大前提として強力に推進すベきも

のとして位置づけられているところである。

特に切迫性の高い地震については発生までの

時間が限られていることから、効果的かつ効

率的に建築物の耐震改修等を実施することが

求められている。

この告示は、このような認識の下に、建築

物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、

基本的な方針を定めるものである。

一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に

関する基本的な事項

１ 国、地方公共団体、所有者等の役割分

担

住宅・建築物の耐震化の促進のために

は、まず、住宅・建築物の所有者等が、

地域防災対策を自らの問題、地域の問題

として意識して取り組むことが不可欠で

ある。国及び地方公共団体は、こうした

所有者等の取組をできる限り支援すると

いう観点から、所有者等にとって耐震診

断及び耐震改修を行いやすい環境の整備

や負担軽減のための制度の構築など必要

な施策を講じ、耐震改修の実施の阻害要

因となっている課題を解決していくべき

である。

２ 公共建築物の耐震化の促進

公共建築物については、災害時には学

校は避難場所等として活用され、病院で

は災害による負傷者の治療が、国及び地

方公共団体の庁舎では被害情報収集や災

害対策指示が行われるなど、多くの公共

建築物が応急活動の拠点として活用され

る。このため、平常時の利用者の安全確

保だけでなく、災害時の拠点施設として

の機能確保の観点からも公共建築物の耐

震性確保が求められるとの認識のもと、

強力に公共建築物の耐震化の促進に取り

組むべきである。具体的には、国及び地

方公共団体は、各施設の耐震診断を速や

かに行い、耐震性に係るリストを作成及

び公表するとともに、整備目標及び整備

プログラムの策定等を行い、計画的かつ

重点的な耐震化の促進に積極的に取り組

むべきである。

また、公共建築物について、法第 22

条第 3項の規定に基づく表示を積極的に

活用すべきである。

３ 法に基づく指導等の実施

所管行政庁は、法に基づく指導等を次
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のイからハまでに掲げる建築物の区分に応

じ、それぞれ当該イからハまでに定める楷

置を適切に実施すべきである。

イ 耐震診断義務付け対象建築物

法第 7条に規定する要安全確認計画記

載建築物及び法附則第 3条第 1項に規定

する要緊急安全確認大規模建築物（以下

「耐震診断義務付け対象建築物」という。）

については、所管行政庁は、その所有者

に対して、所有する建築物が耐震診断の

実施及び耐震診断の結果の報告義務の対

象建築物となっている旨の十分な周知を

行い、その確実な実施を図るべきである。

また、期限までに耐震診断の結果を報告

しない所有者に対しては、個別の通知等

を行うことにより、耐震診断結果の報告

をするように促し、それでもなお報告し

ない場合にあっては、法第 8 条第 1項（法

附則第 3 条第 3 項において準用する場合

を含む。）の規定に基づき、当該所有者に

対し、相当の期限を定めて、耐震診断の

結果の報告を行うべきことを命ずるとと

もに、その旨を公報、ホームページ等で

公表すべきである。

法第 9条（法附則第 3 条第 3項におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づ

く報告の内容の公表については、建築物

の耐震改修の促進に関する法律施行規則

（平成7年建設省令第28号。以下「規則」

という。）第 22 条（規則附則第 3条にお

いて準用する場合を含む。）の規定により、

所管行政庁は、当該報告の内容をとりま

とめた上で公表しなければならないが、

当該公表後に耐震改修等により耐震性が

確保された建築物については、公表内容

にその旨を付記するなど、迅速に耐震改

修等に取り組んだ建築物所有者が不利に

なることのないよう、営業上の競争環境

等にも十分に配慮し、丁寧な運用を行う

べきである。

また、所管行政庁は、報告された耐震

診断の結果を踏まえ、当該耐震診断義務

付け対象建築物の所有者に対して、法第

12条第 1項の規定に基づく指導及び助言

を実施するよう努めるとともに、指導に

従わない者に対しては同条第 2項の規定

に基づき必要な指示を行い、正当な理由

がなく、その指示に従わなかったときは、

その旨を公報、ホームページ等を通じて

公表すべきである。

さらに、指導・助言、指示等を行ったに

もかかわらず、当該耐震診断義務付け対象

建築物の所有者が必要な対策をとらなかっ

た場合には、所管行政庁は、構造耐力上主

要な部分の地震に対する安全性について著

しく保安上危険であると認められる建築物

（別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の

実施について技術上の指針となるべき事項

（以下「技術指針事項」という。）第 1 第

1 号又は第 2 号の規定により構造耐力上主

要な部分の地震に対する安全性を評価した

結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、

又は崩壊する危険性が高いと判断された建

築物をいう。以下同じ。）については速やか

に建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第

10 条第 3 項の規定に基づく命令を、損傷、

腐食その他の劣化が進み、そのまま放置す

れば著しく保安上危険となるおそれがある

と認められる建築物については、同条第 1

項の規定に基づく勧告や同条第 2項の規定

に基づく命令を行うべきである。

ロ 指示対象建築物

法第15条第2項に規定する特定既存耐震

不適格建築物（以下「指示対象建築物」と

いう。）については、所管行政庁は、その所

有者に対して、所有する建築物が指示対象

建築物である旨の周知を図るとともに、同

条第 1項の規定に基づく指導及び助言を実

施するよう努め、指導に従わない者に対し

ては同条第 2項の規定に基づき必要な指示

を行い、正当な理由がなく、その指示に従

わなかったときは、その旨を公報、ホーム

ページ等を通じて公表すべきである。

また、指導・助言、指示等を行ったにも

かかわらず、当該指示対象建築物の所有者

が必要な対策をとらなかった場合には、所

管行政庁は、構造耐力上主要な部分の地震

に対する安全性について著しく保安上危険

であると認められる建築物については速や

かに建築基準法第10条第3項の規定に基づ

く命令を、損傷、腐食その他の劣化が進み、

そのまま放置すれば著しく保安上危険とな

るおそれがあると認められる建築物につい

ては、同条第 1 項の規定に基づく勧告や同

条第 2項の規定に基づく命令を行うべきで

ある。

ハ 指導・助言対象建築物

法第 14 条に規定する特定既存耐震不適

格建築物（指示対象建築物を除く。）につい

ては、所管行政庁は、その所有者に対して、
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法第15条第1項の規定に基づく指導及び

助言を実施するよう努めるべきである。

また、法第 16 条第 1項に規定する既存耐

震不適格建築物についても、所管行政庁

は、その所有者に対して、同条第 2 項の

規定に基づく指導及び助言を実施するよ

う努めるべきである。

４～８ （略）

９ その他の地震時の安全対策

地方公共団体及び関係団体は、耐震改修

と併せて、ブロック塀の倒壊防止、窓ガラ

ス、天井、外壁等の非構造部材の説落防止

対策についての改善指導や、地震時のエレ

ペーター内の閉じ込め防止対策、エスカレ

ーターの脱落防止対策、給湯設備の転倒防

止対策、配管等の設備の落下防止対策の実

施に努めるべきであり、これらの対策に係

る建築基準法令の規定に適合しない建築物

で同法第 3条第 2項の適用を受けているも

のについては、改修の促進を図るべきであ

る。また、南海トラフ沿いの巨大地震によ

る長周期地震動に関する報告（平成 27 年

12 月）を踏まえて、長周期地震動対策を推

進すべきである。国は、地方公共回体及び

関係団体に対し、必要な助言、情報提供等

を行うこととする。

二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に

関する目標の設定に関する事項

１ 建築物の耐震化の現状

平成 25 年の統計調査に基づき、我が国

の住宅については総数約 5､200 万戸のう

ち、約 900 万戸（約 18 パーセント）が耐

震性が不十分であり、耐震化率は約 82 パ

ーセントと推計されている。この推計で

は、耐震性が不十分な住宅は、平成 15 年

の約1､150万戸から10年間で約250万戸

減少しているが、大部分が建替えによる

ものであり、耐震改修によるものは 10 年

間で約 55 万戸に過ぎないと推計されて

いる。

また、法第 14 条第 1号に掲げる建築物

（以下「多数の者が利用する建築物」と

いう。）については、約 42 万棟のうち、

約 6万棟（約 15 パーセント）が耐震性が

不十分であり、耐震化率は約 85 パーセン

トと推計されている。

２ 建築物の耐震診断及び耐震改修の目標

の設定

南海トラフ地震防災対策推進基本計画

及び首都直下地震緊急対策推進基本計画、

住生活基本計両（平成28年3月閣議決定）

における目標を踏まえ、住宅の耐震化率

及び多数の者が利用する建築物の耐震化

率について、平成 32 年までに少なくとも

95パーセントにすることを目標とすると

ともに、平成 37 年までに耐震性が不十分

な住宅をおおむね解消することを目標と

する。

耐震化率を 95 パーセントとするため

には、平成 25 年から平成 32 年までの間

に 少なくとも住宅の耐震化は約 650 万

戸（うち耐震改修は約 130 万戸）とする

必要 があり、建替え促進を図るととも

に、耐震改修のペースを約 3 倍にするこ

とが必要である。また、多数の者が利用

する建築物の耐震化は少なくとも約 4万

棟（うち耐震改修は約 3万棟）とする必

要があり、建替え促進を図るとともに、

耐震改修のペースを約 2倍にすることが

必要となる。

また、建築物の耐震化のためには、耐

震診断の実施の促進を図ることが必要で

あり、平成 25 年から平成 32 年までの間

に、耐震化率の目標達成のために必要な

耐震改修の戸数又は棟数と同程度の耐震

診断の実施が必要となると考えて、少な

くとも住宅については約 130 万戸、多数

の者が利用する建築物については約 3万

棟の耐震診断の実施を目標とすることと

する。

特に、公共建築物については、各地方

公共団体において、できる限り用途ごと

に目標が設定されるよう、国土交通省は、

関係省庁と連携を図り、必要な助言、情

報提供を行うこととする。

三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に

ついて技術上の指針となるべき事項

建築物の耐震診断及び耐震改修は、既存

の建築物について、現行の耐震関係規定に

適合しているかどうかを調査し、これに適

合しない場合には、適合させるために必要

な改修を行うことが基本である。しかしな

がら、既存の建築物については、耐震関係

規定に適合していることを詳細に調査する

ことや、適合しない部分を完全に適合させ

ることが困難な場合がある。このような場

合には、建築物の所有者等は、技術指針事

項に基づいて耐震診断を行い、その結果に

基づいて必要な耐震改修を行うべきである。
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四 建築物の地震に対する安全性の向上に関

する啓発及び知識の普及に関する基本的な

事項

建築物の所有者等が、地震防災対策を自

らの問題、地域の問題として意識すること

ができるよう、地方公共団体は、過去に発

生した地震の披害と対策、発生のおそれが

ある地震の概要と地震による危険性の程度

等を記載した地図（以下「地震防災マップ」

という。）、建築物の耐震性能や免震等の技

術情報、地域での取組の重要性等について、

町内会等や各種メディアを活用して啓発及

び知識の普及を図ることが考えられる。国

は、地方公共団体に対し、必要な助言及び

情報提供等を行うこととする。

また、地方公共団体が適切な情報提供を

行うことができるよう、地方公共団体とセ

ンクーとの間で必要な情報の共有及び連携

が図られることが望ましい。

五 都道府県耐震改修促進計画の策定に関す

る基本的な事項その他建築物の耐震診断及

び耐震改修の促進に関する重要事項

１ 都道府県耐震改修促進計画の策定に関す

る基本的な事項

イ 都道府県耐震改修促進計画の基本的な

考え方

都道府県は、法第 5条第 1項の規定に

基づく都道府県耐震改修促進計画（以下

単に「都道府県耐震改修促進計画」とい

う。）を、建築物の耐震改修の促進に関す

る法律の一部を改正する法律（平成 25 年

法律第 20 号。以下「改正法」という。）

の施行後できるだけ速やかに改定すべき

である。

都道府県耐震改修促進計画の改定に当

たっては、道路部局、防災部局、衛生部

局、観光部局、商工部局、教育委員会等

とも連携するとともに、都道府県内の市

町村の耐震化の目標や施策との整合を図

るため、市町村と協議会を設置する等の

取組を行いながら、市町村の区域を超え

る広域的な見地からの調整を図る必要が

ある施策等を中心に見直すことが考えら

れる。

また、都道府県耐震改修促進計画に基

づく施策が効果的に実現できるよう、そ

の改定に当たっては、法に基づく指導・

助言、指示等を行う所管行政庁と十分な

調整を行うべきである。

なお、都道府県は、耐震化の進捗状況

や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、

都道府県耐震改修促進計画の見直しを行

うことが望ましい。

ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施

に関する目標

都道府県耐震改修促進計画においては、

二２の目標を踏まえ、各都道府県におい

て想定される地震の規模、被害の状況、

建築物の耐震化の現状等を勘案し、可能

な限り建築物の用途ごとに目標を定める

ことが望ましい。なお、都道府県は、定

めた目標について、一定期間ごとに検証

するべきである。特に耐震診断義務付け

対象建築物については、早急に耐震化を

促進すべき建築物であるため、耐震診断

結果の報告を踏まえ、耐震化の状況を検

証するべきである。

また、庁舎、病院、学校等の公共建築

物については、関係部局と協力し、今後

速やかに耐震診断を行い、その結果の公

表に取り組むとともに、具体的な耐震化

の目標を設定すべきである。

さらに、重点化を図りながら着実な耐

震化を推進するため、都道府県は、公共

建築物に係る整備プログラム等を作成す

ることが望ましい。

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進

を図るための施策

都道府県耐震改修促進計画においては、

都道府県、市町村、建築物の所有者等と

の役割分担の考え方、実施する事業の方

針等基本的な取組方針について定めると

ともに、具体的な支援策の概要、安心し

て耐震改修等を行うことができるように

するための環境整備、地震時の総合的な

安全対策に関する事業の概要等を定める

ことが望ましい。

法第 5条第 3項第 1号の規定に基づき

定めるべき公益上必要な建築物は、地震

時における災害応急対策の拠点となる施

設や避難所となる施設等であるが、例え

ば庁舎、病院、学校の体育館等の公共建

築物のほか、病院、ホテル・旅館、福祉

施設等の民間建築物のうち、災害対策基

本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 2条第

10号に規定する地域防災計両や防災に関

する計画等において、大規模な地震が発

生した場合においてその利用を確保する

ことが公益上必要な建築物として定めら

れたものについても、積極的に定めるこ
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とが考えられる。なお、公益上必要な建

築物を定めようとするときは、法第 5条

第 4項の規定に基づき、あらかじめ、当

該建築物の所有者等の意見を勘案し、例

えば特別積合せ貨物運送以外の一般貨物

自動車運送事業の用に供する施設である

建築物等であって、犬規模な地震が発生

した場合に公益上必要な建築物として実

際に利用される見込みがないものまで定

めることがないよう留意するべきである。

法第 5条第 3項第 2号又は第 3号の規

定に基づき定めるべき道路は、沿道の建

築物の倒壊によって緊急車両の通行や住

民の避難の妨げになるおそれがある道路

であるが、例えば緊急輸送道路、避難路、

通学路等避難場所と連絡する道路その他

密集市街地内の道路等を定めることが考

えられる。特に緊急輸送道路のうち、市

町村の区域を越えて、災害時の拠点施設

を連絡する道路であり、災害時における

多数の者の円滑な避難、救急・消防活動

の実施、避難者への緊急物資の輸送等の

観点から重要な道路については、沿道の

建築物の耐震化を図ることが必要な道路

として定めるべきである。

このうち、現に相当数の建築物が集合

し、又は集合することが確実と見込まれ

る地域を通過する道路、公園等の重要な

避難場所と連絡する道路その他の地域の

防災上の観点から重要な道路については、

同項第 2 号の規定に基づき早期に通行障

害建築物の耐震診断を行わせ、耐震化を

図ることが必要な道路として定めること

が考えられる。

また、同項第 4 号の規定に基づく特定

優良賃貸住宅に関する事項は、法第 28 条

の特例の適用の考え方等について定める

ことが望ましい。

さらに、同項第 5号の規定に基づく独

立行政法人都市再生機構又は地方住宅供

給公社（以下「機構等」という。）による

建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に

関する事項は、機構等が耐震診断及び耐

震改修を行う地域、建築物の種類等につ

いて定めることが考えられる。なお、独

立行政法人都市再生機構による耐震診断

及び耐震改修の業務及び地域は、原則と

して都市再生に資するものに限定すると

ともに、地域における民間事業者による

業務を補完して行うよう留意する。

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に

関する啓発及び知識の普及

都道府県耐震改修促進計画においては、

個々の建築物の所在地を識別可能とする

程度に詳細な地震防災マップの作成につ

いて盛り込むとともに、相談窓口の設置、

パンフレットの作成・配布、セミナー・

講習会の開催、耐震診断及び耐震改修に

係る情報提供等、啓発及び知識の普及に

係る事業について定めることが望ましい。

特に、地震防災マップの作成及び相談窓

口の設置は、都道府県内の全ての市町村

において措置されるよう努めるべきであ

る。

また、地域における地震時の危険箇所

の点検等を通じて、住宅・建築物の耐震

化のための啓発活動や危険なブロック塀

の改修・撤去等の取組を行うことが効果

的であり、必要に応じ、市町村との役割

分担のもと、町内会等との連携策につい

ても定めることが考えられる。

ホ 建築基準法による勧告又は命令等の実

施

法に基づく指導・助言、指示、命令等

について、所管行政庁は、優先的に実施

すべき建築物の選定及び対応方針、公表

の方法等について定めることが望ましい。

また、所管行政庁は、法第 12 条第 3項

（法附則第 3条第 3項において準用する

場合を含む。）又は法第 15 条第 3 項の規

定による公表を行ったにもかかわらず、

建築物の所有者が耐震改修を行わない場

合には、建築基準法第 10 条第 1項の規

定による勧告、同条第 2項又は第 3 項の

規定による命令等を実施すべきであり、

その実施の考え方、方法等について定め

ることが望ましい。

２ 市町村耐震改修促進計画の策定に関する

基本的な事項

イ 市町村耐震改修促進計画の基本的な考

え方

平成17年3月に中央防災会議において

決定された地震防災戦略において、東海

地震及び東南海・南海地震の被害を受け

るおそれのある地方公共回体については

地域目標を定めることが要請され、その

他の地域においても減災目標を策定する

ことが必要とされている。こうしたこと

を踏まえ、法第 6条第 1項において、基

礎自治体である市町村においても、都道
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府県耐震改修促進計画に基づき、市町村

耐震改修促進計両を定めるよう努めるも

のとされたところであり、可能な限り全

ての市町村において市町村耐震改修促進

計画が策定されることが望ましい。また、

改正法による改正前の法第 5 条第 7項に

基づき、市町村耐震改修促進計画を策定

している市町村にあっては、当該計画を

改正法の施行後できるだけ速やかに改定

すべきである。

市町村耐震改修促進計画の策定及び改

定に当たっては、道路部局、防災部局、

衛生部局、観光部局、商工部局、教育委

員会等とも連携するとともに、都道府県

の耐震化の目標や施策との整合を図るた

め、都道府県と協議会を設置する等の取

組を行いながら、より地域固有の状況に

配慮して作成することが考えられる。

また、市町村耐震改修促進計画に基づ

く施策が効果的に実現できるよう、法に

基づく指導、助言、指示等を行う所管行

政庁と十分な調整を行うべきである。

なお、市町村は、耐震化の進捗状況や

新たな施策の実施等にあわせて、適宜、

市町村耐震改修促進計画の見直しを行う

ことが望ましい。

口 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施

に関する目標

市町村耐震改修促進計画においては、

都道府県耐震改修促進計画の目標を踏ま

え、各市町村において想定される地震の

規模、被害の状況、建築物の耐震化の現

状等を勘案し、可能な限り建築物の用途

ごとに目標を定めることが望ましい。

なお、市町村は、定めた目標について、

一定期間ごとに検証するべきである。特

に耐震診断義務付け対象建築物について

は、早急に耐震化を促進すべき建築物で

あり、耐震診断の結果の報告を踏まえ、

耐震化の状況を検証するべきである。

また、庁舎、病院、学校等の公共建築

物については、関係部局と協力し、今後

速やかに耐震診断を行い、その結果の公

表に取り組むとともに、具体的な耐震化

の目標を設定すべきである。

さらに、重点化を図りながら着実な耐

震化を推進するため、市町村は、公共建

築物に係る整備プログラム等を作成する

ことが望ましい。

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進

を図るための施策

市町村耐震改修促進計画においては、

都道府県、市町村、建築物の所有者等と

の役割分担の考え方、実施する事業の方

針等基本的な取組方針について定めると

ともに、具体的な支援策の概要、安心し

て耐震改修等を行うことができるように

するための環境整備、地震時の総合的な

安全対策に関する事業の概要等を定める

ことが望ましい。

法第 6条第 3項第 1号又は第 2号の規

定に基づき定めるべき道路は、沿道の建

築物の倒壊によって緊急車両の通行や住

民の避難の妨げになるおそれがある 道

路であるが、例えば緊急輸送道路、避難

路、通学路等避難場所と連絡する道路そ

の他密集市街地内の道路等を定めること

が考えられる。特に緊急輸送道路のうち、

市町村の区域内において、災害時の拠点

施設を連絡する道路であり、災害時にお

ける多数の者の円滑な避難、救急・消防

活動の実施、避難者への緊急物資の輸送

等の観点から重要な道路については、沿

道の建築物の耐震化を図ることが必要な

道路として定めるべきである。

このうち、現に相当数の建築物が集合

し、又は集合することが確実と見込まれ

る地域を通過する道路、公圃等の重要な

避難場所と連絡する道路その他の地域の

防災上の観点から重要な道路については、

同項第 1 号の規定に基づき早期に沿道の

建築物の耐震化を図ることが必要な道路

として定めることが考えられる。

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に

関する啓発及び知識の普及

市町村耐震改修促進計画においては、

個々の建築物の所在地を識別可能とする

程度に詳細な地震防災マップの作成につ

いて盛り込むとともに、相談窓口の設置、

パンフレットの作成・配布、セミナー・

講習会の開催、耐震診断及び耐震改修に

係る情報提供等、啓発及び知識の普及に

係る事業について定めることが望ましい。

特に、地震防災マップの作成及び相談窓

口の設置は、全ての市町村において柑置

されるよう努めるべきである。

また、地域における地震時の危険箇所

の点検等を通じて、住宅・建築物の耐震

化のための啓発活動や危険なブロック塀
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の改修・撤去等の取組を行うことが効果

的であり、必要に応じ、町内会等との連

携策についても定めることが考えられる。

ホ 建築基準法による勧告又は命令等の実

施

法に基づく指導・助言、指示等につい

て、所管行政庁である市町村は、優先的

に実施すべき建築物の選定及び対応方針、

公表の方法等について定めることが望ま

しい。

また、所管行政庁である市町村は、法

第 12 条第 3 項（法附則第 3条第 3項にお

いて準用する場合を含む。）又は法第 15

条第 3項の規定による公表を行ったにも

かかわらず、建築物の所有者が耐震改修

を行わない場合には、建築基準法第 10 条

第 1項の規定による勧告、同条第 2 項又

は第 3項の規定による命令等を実施すべ

きであり、その実施の考え方、方法等に

ついて定めることが望ましい。

３ （略）

附則

１ この告示は、建築物の耐震改修の促進に

関する法律の一部を改正する法律（平成 17

年法律第 120 号）の施行の日（平成 18 年 1

月 26 目）から施行する。

２ 平成 7年建設省告示第 2089 号は、廃止す

る。

３ この告示の施行前に平成 7年建設省告示

第 2089 号第 1ただし書の規定により、国土

交通大臣が同告示第 1 の指針の一部又は全

部と同等以上の効力を有すると認めた方法

については、この告示の別添第 1ただし書

の規定により、国土交通大臣が同告示第 1

の指針の一部又は全部と同等以上の効力を

有すると認めた方法とみなす。

附則（平成 25 年 10 月 29 日国土交通省告

示第 1055 号）

この告示は、建築物の耐震改修の促進に関

する法律の一部を改正する法律の施行の日

（平成 25 年 11 月 25 日）から施行する。

附則（平成 28 年 3 月 25 日国土交通省告

示第 529 号）

この告示は、公布の日から施行する。


